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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第51期

第１四半期連結
累計期間

第52期
第１四半期連結

累計期間
第51期

会計期間

自平成26年
　５月21日
至平成26年
　８月20日

自平成27年
　５月21日
至平成27年
　８月20日

自平成26年
　５月21日
至平成27年
　５月20日

売上高 （千円） 54,927 660,678 208,367

経常損失（△） （千円） △118,925 △76,440 △496,972

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純損失（△）
（千円） △92,139 △81,713 △276,107

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △92,133 △81,797 △276,206

純資産額 （千円） △68,198 △34,070 47,727

総資産額 （千円） 2,557,207 2,011,142 2,991,016

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）
（円） △0.23 △0.15 △0.61

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） △2.7 △1.8 1.5

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失金額が

計上されているため、また、潜在株式は存在しないため記載しておりません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純損失」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失」としておりま

す。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、「海外戦略事業」を構成していた地球環境開発㈱の全保有株式を平成27年８

月４日付で売却し、同社を連結の範囲から除外しております。

また、従来「ビジネスパッケージ提供事業」として報告しておりました子会社㈱Interfaceについて、不動産関連

事業の本格化に伴い、当第１四半期連結会計期間より、新たに「不動産事業」を区分し報告セグメントとしておりま

す。

これに伴い、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの内「ビジネスパッケージ提供事業」及び「海外戦

略事業」を廃止しております。

 

当該セグメント区分の変更について、詳細は「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメン

ト情報等）」に記載のとおりであります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

(1）当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

(2）提出会社が将来にわたって事業を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会

社の経営に重要な影響を及ぼす事象

　当社グループには将来にわたって事業を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており

ます。その内容は、当第１四半期連結累計期間において44,664千円の営業損失を計上し債務超過となったこと及び

税務当局及び一部の債権者から当社グループ保有の重要な資産の差押を受けていること等であります。

　当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

 

２【経営上の重要な契約等】

(1)子会社における不動産売買事業

　当社は、平成26年６月16日開催の取締役会において、子会社である㈱Interfaceが不動産売買事業及び貸コテージ

（別荘）事業へ参入することを決議し、取り組んでまいりました。このうち不動産売買事業につきまして、平成27年

６月４日開催の取締役会において、同社が福岡県内に保有する販売用不動産の売却を決議し、売買契約を締結、平成

27年６月29日に代金決済を完了しました。

 

(2)連結子会社の異動（株式譲渡）

　当社は、平成27年８月４日開催の取締役会において、当社連結子会社である地球環境開発㈱の保有株式を全て同社

代表取締役である西澤憲史郎氏に譲渡することを決議しました。本件株式譲渡に伴い、当第１四半期連結会計期間よ

り、当社の連結の範囲から除外されました。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

　なお、当第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13

日）等を適用し、「四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。

（１）業績の状況

　当社グループは、当期も内部管理体制改善を推進すると共に、延滞債務の圧縮と当社グループの事業再生にさ

らに取り組むことを方針として事業展開しております。特に当第１四半期連結累計期間においては、当社株式が

㈱東京証券取引所において特設注意市場銘柄の指定を解除されることに全力で注力し、平成27年８月10日に㈱東

京証券取引所に「内部管理体制確認書」を提出し、本四半期報告書提出日現在、審査が継続中です。

　また、延滞債務の圧縮と当社グループの事業再生に関する活動としては、平成27年５月20日付払込完了の第三

者割当増資資金による延滞債務圧縮を進めると共に、前連結会計年度より展開してまいりました不動産売買事業

において、第一号案件として取り組んできた「福岡物件」を、平成27年６月４日付で売買契約を締結、６月29日

付で代金決済が完了したことで、収益の確保と売却資金による更なる延滞債務の圧縮を進めてまいりました。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は660,678千円（前年同四半期売上高54,927千円）、

営業損失は44,664千円（前年同四半期営業損失71,076千円）、経常損失は76,440千円（前年同四半期経常損失

118,925千円）親会社株主に帰属する四半期純損失は81,713千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期

純損失92,139千円）となりました。

 

 セグメントの業績は次のとおりであります。なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を

変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替え

た数値で比較しております。

① マネジメントコンサルティング事業

㈱インタープライズ・コンサルティングは、当社グループの創業以来50年間、中核事業としてきた経営コ

ンサルティングサービス事業を承継した企業であり、同社の提供するサービスは、中小企業から大手企業ま

で幅広い支持を頂いております。従来の業界特化型コンサルティングでは、現在は「ＳＳ＆店舗ビジネス業

界」を中心に展開しております。また業界を問わない分野である、経営戦略策定、人事制度構築、理念策

定・浸透等のコンサルティングサービスに加え、宗教法人への人事・ＩＴ関連のコンサルティングや上場を

目指す企業への財務コンサルティング等を展開しており、当第１四半期連結累計期間については、計画通り

堅調に推移しております。
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以上より、当第１四半期累計期間におけるマネジメントコンサルティング事の業績は、売上高32,142千円

（前年同四半期比21.7%減）、営業損失57,617千円（前年同四半期営業損失38,210千円）となりました。

 

②不動産事業

　子会社㈱Interfaceにおいて、不動産売買事業及び貸コテージ（別荘）事業の本格化に伴い、当第１四半期

連結会計期間より、新たに「不動産事業」を区分し報告セグメントとしております。

　不動産事業における業績の概要は以下の通りです。

　㈱Interfaceでは、前連結会計年度より新たに「不動産売買事業」を展開し、当第１四半期連結累計期間に

おいて、第一号案件として取り組んできた「福岡物件」の売却を実現（売買契約を締結、代金決済を完了）し

ており、今後も新たな案件に取り組んでまいります。また、不動産関連事業として予定しているもう一つの事

業である軽井沢における「貸コテージ（別荘）事業」については、各種免許の取得等、開業に向けた準備を進

めてまいりました。現時点においては、未だ事業開始時期を明言できる状況には至っておりませんが、今後更

に準備を進めてまいります。

　以上より、当第１四半期累計期間における不動産事業の業績は、売上高628,536千円（前年同四半期売上高

は－千円）、営業利益12,952千円（前年同四半期営業損失6,515千円）となりました。

 

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（３）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

（４）事業のリスク等に記載した重要事象等についての分析及び対応策

　当社グループは、「１　事業等のリスク　(2）」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような状況が生じております。

　これらの状況の解消に向け、当社グループは、事業収益力の回復及び財務体質の改善のため、新規事業をグ

ループ内に取り込むことにより、収益性向上と企業価値の拡大を進め、営業キャッシュ・フローの黒字化を目指

して参ります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 766,000,000

計 766,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成27年８月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年10月２日）

上場金融商品取引所名又は登
録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 539,979,220 539,979,220 ㈱東京証券取引所市場第二部
単元株式数

100株

計 539,979,220 539,979,220 － －

　（注）発行済株式のうち、215,904千株は、現物出資（短期貸付金債権　2,177,064千円、未収債権　524,839千円、土

地及び建物　2,663,477千円）によるものであります。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成27年５月21日～

 平成27年８月20日
－ 539,979,220 － 249,999 － 3,204,416

 

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社エル・シー・エーホールディングス(E05141)

四半期報告書

 5/20



（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日(平成27年５月20日)に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

平成27年８月20日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

普通株式 1,000
－

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 539,976,500 5,399,765 同上

単元未満株式 普通株式 1,720 － －

発行済株式総数         539,979,220 － －

総株主の議決権 － 5,399,765 －

（注）「完全議決権株式(その他）」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4,200株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数42個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27年８月20日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社エル・シー・

エーホールディングス

 

東京都港区虎ノ門一丁目

17番１号
1,000 － 1,000 0.00

計 － 1,000 － 1,000 0.00

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年５月21日から平

成27年８月20日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年５月21日から平成27年８月20日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、監査法人アリアによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年５月20日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年８月20日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※１ 371,090 ※１ 319,232

受取手形及び売掛金 36,685 38,070

販売用不動産 ※１ 586,237 －

未収入金 431,075 91,979

その他 ※３ 37,518 ※３ 36,911

貸倒引当金 △133,509 △134,958

流動資産合計 1,329,097 351,234

固定資産   

有形固定資産 133 111

投資その他の資産   

長期貸付金 26,413 26,413

投資不動産（純額） ※１,※３ 1,617,735 ※１,※３ 1,616,373

その他 ※３ 17,637 ※３ 17,010

投資その他の資産合計 ※２ 1,661,786 ※２ 1,659,797

固定資産合計 1,661,919 1,659,908

資産合計 2,991,016 2,011,142

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※１ 499,494 ※１ 142,545

未払金 1,638,564 1,118,939

未払費用 266,213 283,180

未払法人税等 264,960 226,380

その他の引当金 1,076 3,724

その他 145,208 134,917

流動負債合計 2,815,517 1,909,687

固定負債   

債務保証損失引当金 13,429 13,753

偶発損失引当金 112,518 119,947

その他 1,824 1,824

固定負債合計 127,771 135,525

負債合計 2,943,289 2,045,212
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年５月20日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年８月20日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 249,999 249,999

資本剰余金 9,634,204 3,204,416

利益剰余金 △9,837,524 △3,489,450

自己株式 △943 △943

株主資本合計 45,735 △35,977

非支配株主持分 1,991 1,907

純資産合計 47,727 △34,070

負債純資産合計 2,991,016 2,011,142
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年５月21日
　至　平成26年８月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年５月21日
　至　平成27年８月20日)

売上高 54,927 660,678

売上原価 40,152 611,334

売上総利益 14,775 49,343

販売費及び一般管理費 85,851 94,008

営業損失（△） △71,076 △44,664

営業外収益   

受取利息 330 335

債務保証損失引当金戻入額 21,257 －

不動産賃貸料 1,783 466

その他 1,440 136

営業外収益合計 24,811 938

営業外費用   

支払利息 16,781 5,584

延滞税等 22,856 14,491

資金調達費用 23,737 －

偶発損失引当金繰入額 － 7,429

その他 9,285 5,208

営業外費用合計 72,661 32,713

経常損失（△） △118,925 △76,440

特別利益   

関係会社株式売却益 － 97

新株予約権戻入益 16,018 －

債務免除益 11,318 －

特別利益合計 27,337 97

特別損失   

和解金 － 3,300

特別損失合計 － 3,300

税金等調整前四半期純損失（△） △91,588 △79,642

法人税、住民税及び事業税 545 2,155

法人税等調整額 － －

法人税等合計 545 2,155

四半期純損失（△） △92,133 △81,797

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
6 △84

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △92,139 △81,713
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年５月21日
　至　平成26年８月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年５月21日
　至　平成27年８月20日)

四半期純損失（△） △92,133 △81,797

四半期包括利益 △92,133 △81,797

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △92,139 △81,713

非支配株主に係る四半期包括利益 6 △84
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

当社グループは、引続き厳しい経営環境の中、財務体質改善に向け、収益の向上とキャッシュ・フローの改善にグ

ループの総力をあげて取り組んでおりますが、当第１四半期連結累計期間において44,664千円の営業損失、81,713千

円の親会社株主に帰属する四半期純損失を計上した結果、34,070千円の債務超過となりました。加えて、多額の税金

滞納や債務の支払遅延により、税務当局及び一部の債権者から当社グループ保有の重要な資産の差押を受けておりま

す。

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

これらの状況の解消のため、事業収益力の回復及び財務体質の改善を必須課題とし、新たな事業分野への進出を含

めた事業の再構築を模索してまいりました。その結果当社は、前連結会計年度より不動産売買事業及び貸コテージ

（別荘）事業への参入を決定し、当第１四半期連結累計期間において、不動産売買事業における第一号案件として取

り組んできた「福岡物件」の売買を実現（売買契約を締結、代金決済を完了）しております。今後も新たな案件への

取り組み等、さらなる収益性向上と企業価値の拡大を進め、営業キャッシュ・フローの黒字化を目指してまいりま

す。

資本増強の面においては、前連結会計年度において、新株予約権が行使されたこと及び第三者割当による新株式の

発行を行ったことにより、合計1,065,452千円の資本増強を実現することができました。本件増資の主たる目的は、

上記不動産事業への投資や前述の滞納税金や遅延債務の弁済のためです。また今後更なる資金調達を検討してまいり

ます。

コンサルティング会社としての再生に加え、不動産事業の事業基盤を早期に確立し、収益力を強化することで、さ

らなる債務圧縮による財務体質強化の実現にも繋がると考えております。

また、当社が展開する不動産売買事業や軽井沢における貸コテージ（別荘）事業については、宅地建物取引業法や

旅館業法等の法規制を受けており、不動産事業に関する法規制の改正などの影響も受ける可能性があります。また、

景気や地価、金利等の動向などの影響も受ける可能性があり、これらが当社グループの経営成績および財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。当該状況のため、当社の計画が予定通り進まない可能性もあり、現時点では、継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響を四半期連

結財務諸表には反映しておりません。

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　当第１四半期連結会計期間より、地球環境開発㈱は全保有株式を売却したため、連結の範囲から除外しておりま

す。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変

動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方

法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計

処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映

させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表

示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度につ

いては、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業分

離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点から将来

にわたって適用しております。

　これにより損益に与える影響はありません。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１　担保資産

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年５月20日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年８月20日）

定期預金 60,000千円 60,000千円

販売用不動産 586,237千円 －千円

投資不動産 1,509,565千円 1,508,203千円

投資不動産は、根抵当権者が有する債権395,234千円（極度額450,000千円）の物上保証として、担保に

供しております。

 

　担保付債務は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年５月20日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年８月20日）

短期借入金 355,000千円 55,000千円

 

※２　資産から直接控除した貸倒引当金

　資産の金額から直接控除した貸倒引当金の額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年５月20日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年８月20日）

投資その他の資産 1,811,377千円 1,811,377千円

 

※３　資産の差押

　未納税金等について差押を受けている資産は以下の通りです。

 
前連結会計年度

（平成27年５月20日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年８月20日）

仮払金 534千円 533千円

敷金保証金 1,750 1,750

投資不動産 1,617,735 1,616,373

計 1,620,020 1,618,657

 

（四半期連結損益計算書関係）

　　該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年５月21日
至　平成26年８月20日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年５月21日
至　平成27年８月20日）

減価償却費 6,124千円 1,411千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年５月21日　至　平成26年８月20日）

１．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、当第１四半期連結累計期間において、第三者割当増資を実施し、また第７回新株予約権の権利行

使による払込を受けました。これにより、資本金が382,726千円、資本準備金が382,726千円増加し、当第１

四半期連結会計期間末において、資本金が6,529,787千円、資本剰余金が3,054,416千円となりました。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年５月21日　至　平成27年８月20日）

１．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、当第１四半期連結累計期間において、その他資本剰余金を6,429,787千円減少し、繰越利益剰余

金に振り替え、欠損填補を行っております。

　なお、株主資本の合計金額には、著しい変動はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成26年５月21日 至平成26年８月20日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額(注)

２
 

マネジメント

コンサルティ

ング事業

不動産事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 41,056 － 41,056 13,870 54,927

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 41,056 － 41,056 13,870 54,927

セグメント損失（△） △38,210 △6,515 △44,726 △26,349 △71,076

（注）１．調整額は「ビジネスパッケージ提供事業」及び「海外戦略事業」の合計額を記載しております。

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

　該当事項はありません。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成27年５月21日 至平成27年８月20日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額(注) 

マネジメント

コンサルティ

ング事業

不動産事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 32,142 628,536 660,678 － 660,678

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 32,142 628,536 660,678 － 660,678

セグメント利益又は損失（△） △57,617 12,952 △44,664 － △44,664

（注）セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

　該当事項はありません。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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４．報告セグメントの変更等に関する事項

　従来「ビジネスパッケージ提供事業」として報告しておりました子会社㈱Interfaceについて、不動産

関連事業の本格化に伴い、当第１四半期連結会計期間より、新たに「不動産事業」を区分し報告セグメン

トとしております。

　なお、「ビジネスパッケージ提供事業」は、前連結会計年度において㈱メディマックスを売却し連結の

範囲から除外したこと及び当第１四半期会計期間より㈱Interfaceを「不動産事業」として区分したこと

により、当第１四半期会計期間より報告セグメントから除外しました。

　また、「海外戦略事業」は、平成27年８月４日に当セグメントを構成しておりました地球環境開発㈱の

全保有株式を売却し、連結の範囲から除外したことにより、当第１四半期連結会計期間より報告セグメン

トから除外しました。

　これにより、当第１四半期連結会計期間より、当社グループの報告セグメントは従来の「マネジメント

コンサルティング事業」、「ビジネスパッケージ提供事業」、「海外戦略事業」の３区分から、「マネジ

メントコンサルティング事業」及び「不動産事業」の２区分へ変更しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法によって作成したものを記載

しております。
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（企業結合等関係）

事業分離

（子会社株式の売却）

当社は、平成27年８月４日付で連結子会社である地球環境開発㈱の全保有株式を譲渡いたしました。

当該事業分離の状況は、以下の通りであります。

１．事業分離の概要

(1）分離先企業等の名称

西澤憲史郎氏（地球環境開発㈱代表取締役）

(2）分離した事業の内容

バイオマス燃料販売事業

(3）事業分離を行った理由

地球環境開発㈱は、当初、欧州向けバイオマス燃料の販売事業へ進出することを企図して平成24年11月

に当社が100％株式を取得する形で子会社化いたしました。しかしその後、石油及び石炭価格の下落から

バイオマス燃料の価格が相対的に上昇し、欧州でのバイオマス燃料の重要性や緊急性が低下したことによ

り価格面での調整が難航、その後も中国向けの販路を模索する等の活動を続けてまいりましたが、仲介を

主とする現在の取引モデルで、今後取引量を拡大し利益を大幅に増大させるためには、人材の確保及び資

金の確保が重要課題となり、現在の当社グループの業況及び財務状態では十分な原資の確保が困難と判断

したためです。

(4）事業分離日

平成27年８月４日

(5）法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡
 

２．実施した会計処理の概要

(1）移転損益の金額

97千円

(2）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産 827千円

資産合計 827

流動負債 26,835

負債合計 26,835

(3）会計処理

　地球環境開発㈱の連結上の帳簿価額と売却価額との差額を関係会社株式売却益として、特別利益に計上

しております。
 

３．分離した事業が含まれていた報告セグメント

海外戦略事業
 

４．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年５月21日

至　平成26年８月20日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年５月21日
至　平成27年８月20日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △0円23銭 △0円15銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千

円）
△92,139 △81,713

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失

金額（△）（千円）
△92,139 △81,713

普通株式の期中平均株式数（株） 404,990,902 539,978,216

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

第７回新株予約権（105,694千

株）は、平成26年６月24日に

一部行使（1,000千株）された

後、平成26年７月３日をもっ

て、行使期間満了により消滅

（104,694千株）しました。

－

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

(1）決算日後の状況

　特記事項はありません。

 

(2）訴訟

　当社子会社である株式会社インタープライズ・コンサルティングは、株式会社リブ・コンサルティング（本店所在

地：東京都千代田区、代表取締役：関厳）、合同会社オートビジネス・コンサルティング（本店所在地：東京都千代

田区、代表社員：田下親男）及び当社子会社元取締役ら３名に対し、平成25年８月２日付で東京地方裁判所に損害賠

償請求訴訟を提起した案件（損害賠償請求金額1,029,329千円）について係争中でありましたが、平成27年９月11

日、東京地方裁判所より原告の請求を棄却する判決を受けました。同社はこの判決を不服として東京高等裁判所に控

訴しており、控訴審においても引き続き同社の正当性を主張してまいります。

 

　また当社は、当社が平成21年に実施した不動産の現物出資による第三者割当増資（以下、本件増資という。）に係

る、平成25年度（判）第33号金融商品取引法違反審判事件（有価証券報告書等虚偽記載）に関してその責任を追及す

るため、平成26年９月19日付で、代表取締役を含む当時の取締役等６名及び当該不動産の鑑定を担当した不動産鑑定

士に対し損害賠償等請求訴訟を提起、その他２名の旧経営陣及び本件増資の出資者に対して損害賠償請求調停を申立

てました。平成27年７月28日付で一部の被告との和解が成立しましたが、その他については引続き係争中です。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社エル・シー・エーホールディングス(E05141)

四半期報告書

19/20



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  
 

平成27年10月１日

株式会社エル・シー・エーホールディングス

取締役会　御中
 

監査法人アリア
 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 茂木　秀俊　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 山中　康之　　印

 
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エル・

シー・エーホールディングスの平成27年５月21日から平成28年５月20日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成27年５月21日から平成27年８月20日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年５月21日から平成27年８月20日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エル・シー・エーホールディングス及び連結子会社の平成27

年８月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
強調事項

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当第１四半期連結累計期間において重要な営業損失、

親会社株主に帰属する四半期純損失を計上した結果、債務超過となっている。加えて、多額の税金滞納や債務の支払遅延

により、税務当局及び一部の債権者から会社グループ保有の重要な資産の差押を受けている。当該状況により、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め

られる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四

半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反

映されていない。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

　（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途
保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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